
東急電鉄株式会社の鉄軌道事業の旅客運賃の上限認可申請 

に関する意見募集の結果について 

 

令和４年４月８日 

国土交通省鉄道局 

 

 

  国土交通省では、令和４年１月１１日（火）から令和４年１月２４日（月）

まで、東急電鉄株式会社の鉄軌道事業の旅客運賃の上限変更認可申請について、

e-GOV を通じてご意見を募集し、また、国土交通省ホームページ上にて意見の募

集について周知しました。 

 お寄せいただいたご意見とそれに対する考え方について、別紙のとおり公表

します。 

 皆様のご協力に深く御礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進

にご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 

電話：03-5253-8111(内線 40634) 



     東急電鉄株式会社の鉄軌道事業の旅客運賃の上限認可申請に関する意見募集に対して 

頂いたご意見と国土交通省の考え方 

  

○パブリックコメント意見提出総数：１３件  

○意見募集期間：令和４年１月１１日（火）～令和４年１月２４日（月） 

 

 ご意見 国交省の考え方 

１ 

現在、東急電鉄を利用している者です。 

列車は、市民にとって行動の足がかりで、経済

活動、社会活動を行うにあたっての第一歩であ

る。上限申請を読むと、バリアフリー化、自動

水栓設置やトイレなどの改修費用、ホームドア

設置費用などが記されているが、本来必要であ

ったものである。運賃引き上げによって穴埋め

するべきものか疑問であり、運賃引き上げこそ、

市民活動のバリアになるものと考えられ、上限

引き上げには反対である。リモートワーク化に

よる収入減少を運賃上昇で穴埋めすることが、

今後他社にも拡大し、日本社会全体を身動きし

づらいものにしてしまうのではないかと懸念、

危惧する。 

上限見直しを取りやめていただけるようにお願

いします。 

今回の旅客運賃の上限変更認可申請について

は、令和４年４月５日の運輸審議会答申を踏ま

え、鉄道事業法第 16 条第 2項に基づき認可をい

たしました。 

 

東急電鉄によると、コロナ禍前の過去５年間

平均では、年間約５４０億円と、大手民鉄平均

の２倍以上の設備投資を実施してきた結果、減

価償却費等の資本費や設備の維持管理コスト等

が、前回の運賃改定後の平成１７年度と比較し

て約３割増加しているとのことです。 

 加えて、新型コロナウイルス感染症拡大を契

機としたリモートワーク等の新しい生活様式が

定着し沿線人口の減少等も考慮すると、令和５

～７年度での３か年で、合計４４９億円の収入

不足が想定されています。 

また、同社はこれまでも経営合理化に資する

様々な取組みを実施しており、コロナ禍を受け

て費用削減を一層進めることに加え、費用構造

を根本から見直す事業構造変革を進めていくと

聞いています。このほか、外注委託費の削減や

役員報酬、管理職給与、夏季・冬季賞与の削減、

新卒採用の一部停止などの費用の削減をすすめ

ていますが、需要の減少により現行運賃での中

長期的な事業継続は極めて困難と判断し運賃改

定が申請されたものと認識しています。 

 

いただいたご意見につきましては、東急電鉄

へお伝えいたします。 

 

１１ 

認可に反対します。 

東急電鉄は、値上げの理由を「ホームドア等整

備による投資増によるもの」としていますが、

利用者としてそのような要望は一切していませ

ん。 

東急線の駅では従前よりホームに簡易な冊を設

置しているところが多く、電車との接触事故を

コストパフォーマンスの高い形で防いでいたと

考えます。 

それなのに全駅に莫大な資金がかかるホームド

アを設置したことは、会社側が勝手に整備した

ものであり、値上げにより後から利用者負担を

強いることは傲慢極まりないものです。 

また司令所のリニューアルもあげていますが、

2013 年の副都心線直通開始以降、東横線が遅延

することが非常に多くなりました。 



一利用者として、運賃値上げに見合うだけの利

用者便益の増進が図られているとは到底思え

ず、今回の値上げ認可には強く反対します。 

６ 

値上げ幅が大きすぎて家計への負担が大きすぎ

る。 

他社との競合外の中間価格帯においての値上げ

が大きく、他社利用の出来ない沿線民への負担

が大きすぎると考える。 

1～3：140 円 4～7：180 円  8～11：220 円 

12～15：240 円 16～20：280 円 21～25：300 

円 26～30：340 円 31～35：380 円 36～40：

420 円 41～45：450 円 46～50：490 円 51～

56：530 円 

全体的に 10 円～30 円高すぎると考える。 

このままの値上げ額を申請するのであれば、切

符発売の費用などを鑑みて、IC 利用の場合に値

上げ額を抑えるなどの措置が必要であると考え

る。 

今回の旅客運賃の上限変更認可申請について

は、令和４年４月５日の運輸審議会答申を踏ま

え、鉄道事業法第 16 条第 2項に基づき認可をい

たしました。 

 

今回の東急電鉄の運賃改定については、鉄道

対キロ区間制の初乗り運賃は、１０円程度の引

き上げに抑えるとともに、現行運賃の各区界か

らできるだけ一律の引き上げとなるよう設定さ

れています。また、軌道均一制においても１０

円程度の引き上げとし、鉄道均一制では運賃据

え置きとしています。 

 

東急電鉄は、通学定期の運賃を据え置くなど

家計負担に配慮するほか、多様な企画乗車券等

を検討することで、一層の利用者利便の向上を

果たしていくとしています。 

 

いただいたご意見につきましては、東急電鉄

へお伝えいたします。 

 

７ 

遠距離低減とはいうけれど、申請は比較的に短

距離を利用する旅客にとって不利でありすぎ

る。 

鉄道線(こどもの国線を除く。)の 10 円単位運

賃の申請では、25 キロメートルを超え 45 キロ

メートルまでの部分は 5 キロメートルまでを

増すごとに 40 円加算となっている。これをキ

ロメートル乗車あたりの運送にかかる負担額と

推定すると、利用が多いであろう渋谷横浜間に

相当する 25 キロメートルまでの運賃では、運

送にかかる推定負担額 200 円に加えて 100 円

を超える額が加算された運賃が申請されてい

る。いわゆる初乗りであり、ターミナルコスト

に相当する部分であろうと考察する。7 キロメ

ートルを超え 11 キロメートルまでに於いては

140 円(139 円)以上が加算されていることにな

る。いくらなんでも高額すぎる 

のではないか。 

確かにホームドアに代表される駅設備の改良や

相互直通運転の為の設備投資には多大な費用が

掛かる上に、遠距離低減の考え方や鉄道会社に



とってうれしい長距離の旅客を囲い込む為には

有効な運賃設定と言える。しかしながらホーム

ドアによる保安向上は駅で乗り降りする利用客

だけではなく、駅を通過する客や同社線相互間

の乗換客にも恩恵がある。また相互直通運転は

利用客の乗換負担軽減に加えて鉄道会社の運行

効率向上の側面もある。加えて今般の IC カー

ド乗車券とオートチャージ機能の浸透によって

駅での乗車券販売と改札集札業務は相当に省力

化されていることは、駅における出札窓口(自動

券売機を含む)が設置されていた場所が次々に

銀行 ATM や小売店用地に転用されている現実

からも明らかである。これらから、前回の運賃

改定時(消費税関連を除いて 2005 年)と同程度

のターミナルコストを含んだ運賃を認可 

することは、基本的に収支が安定している同線

(同社)の運賃として、短距離利用者軽視という

点で不適切ではないか。 

１３ 

意見 

今回の運賃申請については反対します。 

理由 

別紙 2 を読ませていただきました。さまざまな

努力については頭が下がります。しかしながら、

バリアフリー施策もよいのですが、車両内の車

いす、ベビーカーのゾーンを拡充したのはよい

ものの、設計が悪いため他社と比べてもゾーン

が偏った車両配分をしていたり、優先席付近の

ケータイ電源オフの状況との区別がなされてい

ないなど、利用者を混乱させているのも事実で

す。このことは本社に、新型車両の設計からそ

のようなことを考えていなかったとの回答も得

ています。また車内での安心安全の喚起でも、

6 年くらい前から施策や呼びかけが悪くなり、

マナーが極めて悪くなった 

のも放置しています。これらは一例ですが、施

策が空回りしていることも多くあると思われま

す。このあたりはしっかり施策を客などともフ

ィードバックしながら、適正な努力がさらに求

められると考えます。 

平成２６年４月１日、消費税・地方消費税の

税率が５％から８％となることを受けて、国土

交通省において、公共交通事業における消費税

率引き上げ分の運賃・料金への転嫁にあたって

は、「ＩＣカード利用の普及を踏まえ、同一区間

において、１０円単位と１円単位の異なる運賃

を設定する場合には、利用者にとって分かりや 

すいものとして、理解が得られるように周知を

徹底する」ことを定めました。 

一方、引き続き自動券売機等の現金利用につ

いても、煩雑な少額硬貨の使用や自動券売機の

改修等による事業者への過大な負担を回避する

などの観点から、引き続き１０円未満の端数処

理を行い、１０円単位運賃として設定を行うこ

とについても十分な合理性が認められると考え

ていたところであります。 

 

東急電鉄においては、１円単位運賃が適用さ

れるＩＣカードを利用しやすい環境の整備のた

め、１０円単位でのチャージを可能にするとと

もに、クレジットカードでのオートチャージ（自



しかしながら、この 2 年のコロナ禍の大変さは

確かに考慮すべき事です。その点、ある程度の

運賃値上げは仕方がないとも言えます。今回、

施策をさらに適正化させることとともに、以下

に述べる問題ある運賃体系を改善する形で、ぜ

ひ申請し直しをしてほしいと思います。 

今回も、消費増税が 2 回あったときと同様な差

別運賃、つまり 1 円単位と 10 円単位運賃、つ

まり二重運賃を「現行通りの方法で」踏襲しよ

うとしているのが見られます。 

結果的に、両者の運賃が同じになるところもあ

るものの、かなり切符運賃が割高なところもあ

ります。公平ではないです。鉄道事業法 16 条 5 

にも違反しています。 

これについてはやらないことが望ましいです

が、もし実施する場合は、完全四捨五入による

公平な運賃体系とするとか、せめて回数券販売

を 1 円単位運賃の 10 倍にする、窓口で釣り銭

なく差額を払うときは 1 円単位運賃とする、小

田急がすでに対応済みであるがクレジットカー

ドによる券売機の対応（1 円単位運賃で販売す

る）、また交通 IC カードを使って 1 円単位運

賃による券売機での販売などの工夫、もちろん

券売機を 1 円単位でも購入できるように改修す

るなどいろいろ手はありますので、これらの設

備・ソフト面の更新努力をしないまま、今日に

おいても不公平運賃を続けることは許されない

と思います。 

動改札機通過時に自動的にチャージされるサー

ビス）、クイックチャージ（自動券売機等でクレ

ジット決済によるチャージができるサービス）

や IC カードのモバイル端末への展開等を進め

ており、今後もシンプルかつ快適に鉄道を利用

できるようＱＲコード等を活用した新しい乗車

券の検討を進めていくとしています。 

 

いただいたご意見につきましては、東急電鉄

へお伝えいたします。 

 

１２ 

意見： 

①上限運賃の算出に必要な、「鉄軌道事業の旅客

運賃の上限変更認可申請」における「５．収入・

原価 

表」のうち原価の各項目及び「６．鉄軌道事業

設備投資計画表」において不当に水増ししてい

る可能性が高く、上限運賃を申請額上限まで引

き上げるのは無理があるのではないか。 

②鉄道線において普通旅客運賃引き上げよりも

通勤定期旅客運賃の割引率縮小をもっと行うべ

きではないだろうか。 

今回の旅客運賃の上限変更認可申請について

は、令和４年４月５日の運輸審議会答申を踏ま

え、鉄道事業法第 16 条第 2項に基づき認可をい

たしました。 

 

なお、東急電鉄によると、今後も利用動向の

変化に対応したダイヤの適正化は進めていくと

しておりますが、昨今の原油等の燃料価格の高

騰により動力費は増加傾向にあり、抜本的な動

力費の削減は困難であると聞いております。 

さらには、社会的なカーボンニュートラルへ



③普通回数乗車券を廃止して運賃の値上げを抑

えるべきではないか。 

④軌道線(世田谷線)の運賃上限変更認可には概

ね賛同いたします。 

理由： 

東急電鉄は 21 世紀においても他の鉄道事業者

と比べ比較的安価な運賃を維持してきているの

は確かです。 

今回の運賃改定に関しましても通学定期券の据

え置きや回数券や企画商品の存続など、沿線住

民の家計に関わる利用では値上げを極力行いた

くないという意図が読み取れます。 

今回の東急電鉄運賃改定はほかの私鉄各社の運

賃値上げを行うに当たり参考になる部分もある

一方で、今回の運賃改定単体で見てもいくつか

問題点もあることから意見させていただくこと

といたしました。お手数おかけいたしますがご

査収のほどよろしくお願いいたします。 

①上限運賃の算出に必要な、「鉄軌道事業の旅客

運賃の上限変更認可申請」における「５．収入・

原価 

表」のうち原価の各項目及び「６．鉄軌道事業

設備投資計画表」において不当に水増ししてい

る可能性が高く、上限運賃を申請額上限まで引

き上げるのは無理があるのではないか。 

i) 車両動力及び人件に係る費用について 

2020 年以降のダイヤ改正で各線に渡り列車の

運転本数を減少しているところですが、昼間は

未だに空席が目立っておりまだ減便の余地があ

ると言わざるを得ない。このため「５．収入・

原価表」における「動力費」はまだ押し下げら

れるのではないか。 

また東横線ではワンマン化を行うとしている

が、東横線に使用する旅客車両は東京地下鉄副

都心線と直通する関係上すべての車両がワンマ

ン運転に対応しており、また東横線は全駅にホ

ームドアを設置していることから極めて少額で

ワンマン運転を開始することが可能である。も

し東横線全列車のワンマン運転を行えば乗務員

の要請に応えるために、一部路線で実施してい

る再生可能エネルギーを拡大する等の施策も検

討しており、さらに動力費が増加する可能性が

あるとしています。 

今般の申請においては、上述の動力費増加分

は原価に反映しておらず、企業努力にて吸収す

るとしています。 

 また、鉄道運賃における総括原価の算定に際

しては、事業者間の間接的な競争を通じて効率

化を促進する「ヤードスティック方式」にて、

公表データを用いて算定されており、人件費・

経費について個別費用は積み上げておりませ

ん。 

 

運賃の割引は、法令上、鉄軌道事業者の自主

的な判断に基づき、認可を受けた上限の範囲内

で、事前届出により自由に設定・変更が行える

こととなっております。 

 

このほか、いただいたご意見につきましては、

東急電鉄にお伝えいたします。 



費(間接的に新規採用者の削減で調整)の削減に

より 1 人当たり年間 500 万円程度の費用負担

が減り、120 人程度の乗務員を削減できると考

えると年間で約 6 億円、3 年間で 18 億円の費

用節減を行うことができる。 

ただこの東横線ワンマン化については運転対応

とだけしており、実施まで記載していない。つ

まりワンマン化費用は今回の設備投資計画に記

載するのだが、その効果によって現れる人件費

削減を令和 8 年度以降に後回しにすることに

より、不当に高い運賃上限申請を行っている可

能性が極めて高い。 

東横線ワンマン化の迅速な実施により「５．収

入・原価表」の原価は 1,800 百万円の削減が見

込まれ、差引損益は黒字化、収支率も 100.0%を

超えることが見込まれ、運賃上限申請の条件に

合致しなくなる見込みだ。そう考えると今回の

運賃上限変更認可は今回の額では申請を通すこ

とができないのではないか。 

ii) 車両製作費用について 

「６．鉄軌道事業設備投資計画表」において、

車両の更新として各年度に計上している。 

資料によれば車両更新は主に田園都市線と大井

町線で行うとしているが、田園都市線は車両製

造から 40 年を目途に置き換えているのに対し

大井町線は 35 年程度で置き換えようとしてい

るなど田園都市線車両より短い周期で置き換え

ようとしている。 

もっとも東横線同様ホームドアを全駅に設置し

ている大井町線でもワンマン化を行うのであれ

ば、ワンマン化を行うに当たり既存車両を改造

するよりも新製車両に新たに搭載した方が良い

可能性が高いが、でればその説明を資料に記載

すべきではないか。また大井町線の新製車両が

ワンマン対応かつ比較的短期に全 90 両を更新

し迅速にワンマン化を行うものでなければ車両

置き換えの意味がなく、よって運賃上限を引き

上げる事由には当たらない。 

また東急電鉄の車両の製造は主に関連会社であ



る株式会社総合車両製作所が担っている。が、

関連会社であるがゆえに車両製造費用を東急電

鉄の親会社である株式会社東急の売上に計上す

ることが可能である。 

そうなると、寿命に達していない置き換える必

要のない車両を更新目的で製造することで製造

費用を計画に計上、その費用を確保するために

運賃上限引き上げを申請するも、その製作費用

を親会社の株式会社東急の売上とすることでグ

ループの増収の糧としようとしているのではな

いか。 

このほか「６．鉄軌道事業設備投資計画表」に

おいて、線路が令和 4 年度計画から、電気が令

和 3 年度から、工場・研修設備等が令和 4 年度

から急激に増額しているほか、過年度を見ても

概ね額を落としていない。これにより令和 5 年

～7 年度の各種工事費用は大きく膨らんでいる

わけだが、この運賃上限認可申請の審査に関わ

る期間に大幅に工事費などを見積もりかつこれ

らの施工に関わる業者も東急電鉄の関連企業に

行うことにより、親会社の東急の売上に貢献し

ようとしているのではないか。 

鉄軌道運賃の上限変更は本来引き上げないと鉄

軌道を維持できないために致し方なく行うもの

だと認識しているが、今回の場合は車両製作費

用やそのほか設備工事などで関連会社への費用

支払いに充てることで東急グループ各社の増収

増益を目論んでいると考えられる。このような

理由での運賃上限変更認可は到底受け入れられ

るものではない。 

iii) 駅設備の改良について 

東急電鉄の各駅で駅が老朽化している点につい

ては否めない。 

ただこちらも前項同様令和 5 年度から大きく

増額しており、運賃上限認可に係る期間に高額

に設定しより高い運賃を取ろうとしているよう

に見受けられる。 

また今回の駅改良工事は東京都内の田園都市線

各駅が中心とされる。もっとも地下駅のため駅



改良工事には他の駅と比べても多額の費用が掛

かることが予想されるわけだが、各駅とも利用

が多いため駅改良工事の改良とともにエキナカ

施設を駅構内に配置しテナント料を徴収する可

能性が考えらえる(渋谷駅・横浜駅で実施有り)。 

もしテナント設置できるようにするのであれ

ば、駅改良工事にかかる費用は運賃から捻出す

るのではなく将来徴収できるテナント料から捻

出すべきではないか。 

つまり駅改良工事に伴いテナントスペースを設

置するのであれば、運賃引き上げ事由に相当す

るとはとても考えられない。 

以上により年間 150 億円程度の費用が水増し

または関連会社横流しが見込まれる。この分を

運賃上限変更から不要な分として差し引くと、

運賃改定率は 12.9%から 8.4%程度にまで引き下

げることが可能と試算できる。つまり今回の運

賃改定は上限認可の通りに認可を出すことは困

難であり、改定率を引き下げる必要があると言

わざるを得ない。 

②鉄道線において普通旅客運賃引き上げよりも

通勤定期旅客運賃の割引率縮小をもっと行うべ

きではないだろうか。 

軌道線(世田谷線)の通勤定期旅客運賃は割引率

38.9%から 36.0%に改定しており、会社負担また

は個人事業主の経費負担となることが多い通勤

定期旅客運賃の方が普通旅客運賃より大きく値

上げしているのに対し、鉄道線ではむしろ通期

定期割引率を概ね 0.2%～0.3%引き上げ、結果的

鉄道線と軌道線を合わせて割引率 37.8%のまま

維持しています。 

ほかの私鉄を見ますと、京王電鉄は通勤定期割

引率 37.6%、相模鉄道は通勤定期割引率 36.7%と

東急電鉄の通勤定期割引率より低い割引率を設

定しております(なお京浜急行電鉄や小田急電

鉄は通勤定期割引率が平均 40%を超えている

が、30km を超える区間での割引率が高くなって

いる)。 

また京浜急行電鉄は区間によって割引率が



32.6%(6 キロ)、34.1%(15 キロ)、34.3%(10 キ

ロ)など、東急電鉄より割引率の低い区間は多数

あります。 

これらと今後の私鉄各社の運賃改定申請が増え

ることを踏まえれば、通勤定期割引率は 36.0%

まで縮小するのは妥当ではないでしょうか。も

し定期運賃割引率を 36.0%に縮小し運賃収入合

計を変えないようにするのであれば、普通旅客

運賃の値上げを 0.9%程度抑えることができま

す。 

沿線住民の家計負担を減らすのであれば通勤定

期の割引率は軌道線同様縮小すべきであり、軌

道線同様 36.0%にまで縮小し、普通旅客運賃の

値上げを少しでも抑えるべきではないか。 

③普通回数乗車券を廃止して運賃の値上げを抑

えるべきではないか。東急電鉄では 2019 年 10 

月 1 日の運賃改定申請時点では旅客運輸収入

のうち定期は合計の 45.6%を占めていました

が、2020 年度実績では 45,7%、2023 年～2025 

年度は 38.9%にまで比率が減るとしています。 

もっともテレワークへの移行に伴い週 5 日通

勤から通勤日数が減っていることも多いかと思

いますが、その際には定期券から全時間帯で利

用できる普通回数乗車券にシフトしている可能

性が極めて高くなっています。 

ただ通勤経費は会社負担または個人事業主の経

費として扱えることを考えると、混雑している

平日朝夕も有効である普通回数乗車券は廃止

し、その増収見込み分を普通旅客運賃の引き上

げ抑制に充てるべきではないか。 

過去に東急電鉄では東横線渋谷・日吉間、目蒲

線目黒・多摩川園間・新玉川線渋谷・二子玉川

園間、田園都市線二子玉川・溝の口間において

特定都市鉄道整備事業計画に係る加算運賃を設

けていたが、それぞれの徴収終了時(1997 年 12 

月 28 日運賃改定と 2005 年 3 月 20 日運賃改

定)に本来であれば設定期間に応じて値引きを

しなければならないところを、特定都市鉄道整

備事業計画に係る加算運賃収入相当額を普通運



賃の値上げに転嫁して実質値上げを固定化する

など、運輸省及び国土交通省の意図を欺く行為

をしている。このことから、今回の運賃申請認

可後に申請記載内容にはない割引縮小を行うこ

とで実は増収するように仕向ける可能性が極め

て高く、結果的に沿線住民の費用負担を増額さ

せるのです。 

それを防ぎ国土交通省の意図する運賃認可とす

るためには、今回の運賃改定の申請の受理条件

として普通回数乗車券を廃止させ、その増収見

込分を普通旅客運賃の引き上げ抑制に充てるべ

きではないか。 

また軌道線(世田谷線)のバス特ポイント付与に

ついても通勤で混雑する平日朝夕は除外とする

ことで鉄道線における普通回数乗車券廃止と同

様の措置を取るべきではないか。 

なお通勤利用に使用する可能性が低く家計負担

に影響を及ぼす可能性が高い時差回数乗車券及

び土休日回数乗車券については引き続き発売を

するのが妥当ではないかと考えます(横浜市交

通局と同様)。 

④軌道線(世田谷線)の運賃上限変更認可には概

ね賛同いたします。 

軌道線では通勤定期割引率を縮小しているほ

か、運賃も近隣のバスより安価に抑えられてい

ることから、③に掲げた平日朝夕のバス特ポイ

ント付与を除き賛同いたします。 

以上により車両新製や各種工事を抑えることな

どにより鉄道線の運賃改定率は申請の 12.9%か

ら 8.4%程度にまで抑えるべきであり、そのほか

沿線住民の家計負担低減を図るために通勤定期

割引率の縮小と普通回数乗車券の廃止により普

通旅客運賃の引き下げを行うべきではないか。 

４ 

昨今の物価高に対応するための値上げならば致

し方ないと思います。感覚的にはここ数十年で

1.5 倍以上（物価や給与水準と比べても）に値

上がりしているように見えるのが気になります

が・・・。 

良い点は利用者及び業務者の改善に投資できい

 東急電鉄によると、利用者の利用動向、制度

や設備の制約を考慮しながら、企画乗車券の検

討、ダイヤの見直しなど、利便性向上を果たす

としています。 

 

いただいたご意見につきましては、東急電鉄



るであろうことです。 

ただいくつか疑問点もあります。 

１．ホームドアの設置は毎度電力を使い、設置

と含めてここにとてつもないコストがかかって

いるように思える。これは sdgs のこれからの

時代に合っていない。やるのであれば沿線や駅

の雰囲気作りや固定物の設置で対応するべきだ

と思うからです。ホームドア会社への癒着の恐

れも気を付けなければなりません。 

２．街づくり体質が古く、これからの時代に合

っていないのではないか。現状沿線は、職住分

離で都心への労働者を多数送り込むベッドタウ

ンが意識されている。これは護送船団方式の高

度成長期限定のモデルである。これから本当の

意味での革新や活気を得ていくためには不十分

な環境だと思われる。こういった古いモデルに

莫大な投資をするのは長い目で見て問題があ

る。それは多様性がなく、同世代が集まりすぎ

て、発想が偏狭になったり、特定時期・場所に

高齢化や過疎が集中するなどの恐れがあるため

です。鉄道は強い公共的性質も備えているので

この辺も考えていなければよくない。 

３．城西地域は縦の移動が弱い。数少ない縦の

ラインである世田谷線が東急と直通料金でない

のはなぜなのか。あるいは世田谷線をもっと強

化するべきではないか。と思いました。 

以上です。他は非常によくやっていると思いま

す。 

へお伝えいたします。 

 

９ 

意見： 

1. 仕事でよく利用している。値上げは致し方な

い。今後も安全・輸送力増強やサービス改善な

どを積極的に進めてほしい。 

2. もう少し値上げ率を上げてもよいから、乗客

に「このような面が有利になる」といった、交

換条件的な施策がほしい、納得感につながる。 

理由：1. 東急は「業界最安水準」にもかかわら

ず、これまでの設備投資は多かった。今回上げ

ても東急よりも高い他社はある。通学定期据え

置きの配慮も良い。他社も苦しいはずで、今後

 

東急電鉄によると、一部連絡定期の割引を導

入しているほか、相互直通運転を行う各社と連

携した１日乗車券などに加え、新たな企画乗車

券の検討を進める等、一層の利便性向上を果た

すとしています。 

 

いただいたご意見につきましては、東急電鉄

へお伝えいたします。 

 

 



値上げ申請に踏み切る事業者も出るだろう。そ

の際は昨年末に制度化された「利用者の薄く広

い負担も得てバリアフリー化を進める枠組み」

に基づく加算が上乗せされるケースもあると思

われ、値上げ後はやはり東急が「最安水準」に

なるのではないかと考えている。 

2. 他社も含めたネットワークがあってこその

利便性なので、接続駅での運賃割引の拡大を求

めたい。労力が課題なら IC カードだけでも実

施してほしい。 

①世田谷線と鉄道線の割引実施、「軌道線と鉄道

線」や「均一制と対キロ区間制」というのは乗

客には関係ない。こどもの国線の割引も横浜市

等との協議は必要だが拡大したい。 

②他社線との接続割引の拡大、例えば東急側初

乗り 10 円引→40 円引、4～7 キロ 20 円引、8

～11 キロ 10 円引き。 

③接続割引は相手方と相互が本来だが、東急側

だけでも実施したい。また、JR のように東急側

だけで割引している事例があるのだから、浅草

線や横浜市交、りんかい線でも実施したい。 

④接続割引拡大分を自社線内運賃の値上げでカ

バーすると自社線内利用者が不利になるので、

代替措置として例えば１か月 3 千円以上利用

するなら 5％ポイント還元、といった施策を求

めたい。 

※接続割引は各社での一斉実施が本来。国土交

通省のリーダーシップを期待。 

以上、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

１０ 

意見 

運賃改定は総括原価方式のルールに乗っ取った

ものと認識 

補足として、運賃改定の基準の明確化や他社の

検討するダイナミックプライシングに対する見

解も示して頂きたい 

理由 

過去からの慣例（3 年連続赤字後の申請など、

今回の東急電鉄は異なるが）を重視して、運賃

改定が難しいとの意見を聞くため東急電鉄の値

東急電鉄によると、ダイナミックプライシン

グについては混雑緩和に寄与する等の効果が期

待できると考えるものの、現時点では計画して

いないとのことです。 



上げの理由である通勤定期客の落ち込みは他社

も同じであるため業績や旅客が厳しいまま運賃

改定ができないとサービスの劣化、トラブルを

引き起こすリスクもあり、鉄道運営をする上で

の鉄道事業で求められるへの一定マージンの見

解を頂きたい 

３ 
インフレに伴う値上げは当然なので値上げする

べき 

本件申請に賛成のご意見として承ります。 

 

５ 

妥当でありますが、サービスが維持できる範囲、

他社に旅客を奪われない費用便益分析結果が出

ればより一層高くしてもいいと思います。鉄道

各社も新型コロナウイルスによる運賃収入の悪

化により、サービスの低下、運行ダイヤの減便

を余儀なくされています。私個人の意見ではあ

りますが、同じ値段で効用を下げるなら高くし

ていただきたいと存じます。 

８ 

週末などに東急電鉄を利用しています。コロナ

で利用客が減少している事情や、安全対策に巨

額を講じていることは利用していて何となく理

解しています。 

運賃がとても安くありがたいと思っていました

が、経営が厳しいのであれば、今回程度の値上

げはやむを得ないと考えます。 

２ 

本件の「意見提出が 30 日未満の場合その理由」

は何ですか？ 

運賃認可申請に対する意見募集は、命令等の

公布・決定等を行うものではなく、任意の意見

募集となります。 

運賃認可申請に対する意見募集については、

７日以内で概ね意見が出尽くし、或いは同旨の

意見が多くなることから、１４日間と定めてい

るところであります。 

 


